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泉区
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災害時要援護者支援のための手引き
～情報共有方式の取組について～



はじめに

東日本大震災（H23.3.11）において、

災害時に支援が必要な方（災害時要援護者）の

支援に関する課題が改めて浮き彫りに。

2



○犠牲者の約６４％が高齢者

０－１９歳 ５．６１％

２０－３９歳 ８．６３％

４０－５９歳 １９．００％

６０－７９歳 ４２．４７％

８０歳以上 ２１．４２％
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○障害者の死亡率

被災住民全体の死亡率の約２倍

・総人口に占める死亡率 １．０３％

・障害者の死亡率 ２．０６％
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H25.6月 災害対策基本法の改正（H26.4月施行）

避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付け。

H25.2月 横浜市震災対策条例全部改正（H25.10月施行）

行政が保有する要援護者の個人情報を本人からの
拒否の意思表示のない限り、自主防災組織等に提供
することができる情報共有方式を導入。
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・要援護者の迅速な安否確認・避難支援等

地域の共助の力が大きな力を発揮。

・地域の実情に応じた方法により、災害に備えた

日頃からの見守り･支え合いの取組が大切。
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１ 災害時要援護者名簿の作成・提供方式

２ 情報共有方式の実施方法

３ 災害時に備えた日頃からの取組

４ 災害発生時の取組

５ 要援護者支援及び情報共有方式に関する

Ｑ＆Ａ
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１ 災害時要援護者名簿の作成・提供方式
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手上げ方式
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自主防災組織
(自治会町内会など)

対象の
要援護者
(高齢者、
障害者)

要援護者名簿への
登録・支援について

地域内で周知

自主防災組織(自治会町内会など)

名簿登録・支援の
希望（手上げ）



区役所

同意方式
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自主防災組織
(自治会町内会など)

区役所

対象の
要援護者
(高齢者、
障害者)

同意した方の

名簿作成
同意率30～50%

取組の希望
→協定締結

個人情報
提供に関する
同意確認

個人情報提供に
対する同意の
意思表示

自主防災組織(自治会町内会など)

同意した方の
名簿提供



情報共有方式
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自主防災組織
(自治会町内会など)

対象の
要援護者
(高齢者、
障害者)

取組の希望
→協定締結

個人情報を
提供することを

事前通知

(個人情報提供を
望まない方は)
拒否の意思表示

自主防災組織(自治会町内会など)

拒否の意思表示を
した方を除いた

対象者の名簿提供

区役所

区役所

拒否の意思表示をしな
かった方の名簿作成

把握率80～90%
と予測



（１） 要援護者名簿の対象者
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① 介護保険要介護・要支援認定者でア～ウのいずれかに該当する方

ア 要介護３以上の方
イ 一人暮らし高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または

要介護認定の方
ウ 認知症のある方

（要介護２以下で、認知症の日常生活自立度がⅡ以上の方）

② 障害者総合支援法のサービスの支給決定を受けている身体障害者、

知的障害者、難病患者

③ 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち、身体障害者手帳

１～３級の方

④ 療育手帳（愛の手帳）Ａ１・Ａ２の方



（２） 提供する個人情報

①氏名

②住所又は居所

③生年月日

④性別

⑤電話番号その他の連絡先

⑥避難支援を必要とする事由（「介護」、「障害」）

⑦その他必要な事項
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名簿のイメージ

氏名 住所 生年月日
性
別

連絡先
介
護

障
害

その他
（緊急連
絡先）

横浜 太郎 ××東×―×―×× 19XX/01/01 男 045-XXX-XXXX ○

港 花子 ××町××× 19XX/12/31 女 ‐ ○
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２ 情報共有方式の実施方法
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ステップ１ 地域で検討

○まず、取組の主体となる関係者（自治会・町内会の
役員等）で要援護者支援にどう取り組んでいくのか
十分に検討してください。

・要援護者支援の必要性を学ぶ

・地域での要援護者支援の取組内容を話し合う
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ステップ２ 地域で合意を得る
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○取組の方針について、地域の会合等で組織的な理解

・合意を得ていただくようお願いします。

・活動体制を整える



ステップ３ 申込み

○「災害時要援護者支援事業
情報共有方式 実施申込書」

（手引の《資料１》）に必要
事項を記入の上、御提出くだ
さい。

【提出先】
泉区総務課危機管理担当

（区役所３階３０５番）
電話(８００)２３０９
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ステップ４ 地域と区で協定締結

①取組を行う区域

「泉区○○町１－１～○－○○」というように、

明確に示します。

※事前に地図などで確認
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ステップ４ 地域と区で協定締結

②個人情報の管理責任

●情報管理者：要援護者名簿の管理責任者であり、
協定締結の代表者になります。

●情報取扱者：名簿を閲覧することができる方です。

※情報取扱者以外の方が名簿を閲覧することは
できません。

※支援者等、区から提供された名簿を直接取り
扱わない方は、情報取扱者には含まれません。
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ステップ４ 地域と区で協定締結

③名簿の保管方法

保管場所が決まっており、部外者が容易に立ち入るこ
とや、名簿を閲覧することができない状態であることが
望ましい。

名簿を保管する場所（鍵のかかる書庫等）及び
鍵の管理者を

「個人情報の保管方法に関する届」（手引の《資料４》）
で届け出ていただきます。
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ステップ５ 区から通知発送・名簿作成

【ステップ５は、区役所で実施する内容です】

(1)区から対象者に通知発送

協定で定めた区域内にお住いの対象者に、
協定締結した自治会・町内会などに個人情報を
提供することについて、

「災害時要援護者名簿の自主防災組織への
提供について」（手引の《資料８》）
を発送してお知らせします。

※要援護者支援は地域の自主的な助け合いによる
もので、避難支援等はできる範囲内でお願いす
るものである旨も、対象者に伝えます。
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ステップ５ 区から通知発送・名簿作成

【ステップ５は、区役所で実施する内容です】

(2) 拒否者受付

個人情報提供の拒否をする方には、
「災害時要援護者名簿削除申出書」

（手引の《資料９》）
を区に返送していただきます。

※個人情報の提供を拒否された
方については、区から個人情
報の提供はされません。
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ステップ５ 区から通知発送・名簿作成

【ステップ５は、区役所で実施する内容です】

(3) 名簿の作成

・期間内に拒否の意思表示をしなかった対象者の
名簿を作成します。

・期間を過ぎてから、拒否の申し出があった場合は、
その意思表示を尊重し、名簿から抹消します。

・当初、拒否の意思表示をした対象者が、その後名簿
掲載を希望した場合は、追加で情報提供を行います。
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ステップ６ 個人情報の保護と活用に関する研修

(1) 研修の受講
初めて情報管理者になる際は、区主催の「個人情

報の保護と活用に関する研修」を受講していただき、
その上で、区から提供する資料を基に情報取扱者へ
の研修を行っていただきます。

なお、情報取扱者の方も区主催の研修に参加いただ
くことが可能です。

次年度以降も年１回以上の研修の実施をお願いしま
す。

また、情報取扱者が交代する場合は、あらためて研
修を実施してください。
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ステップ６ 個人情報の保護と活用に関する研修

(2) 研修受講報告書の提出

研修実施後、「災害時要援護者支援事業に係る個人

情報保護と活用に関する研修受講報告書」

（手引の《資料６》）

を御提出ください。研修受講報告書には、研修を受講

した全員に署名（又は記名押印）していただきます。

26



ステップ７ 要援護者名簿の受領

○ 区から情報管理者に直接名簿をお渡ししますので、

「要援護者情報（名簿）受領証」（手引の《資料７》）

を御提出ください。

その際には、

「個人情報の取扱いチェックシート（初回）」

（手引の《資料10》）を用いて個人情報の取扱いや

協定の内容について確認させていただきます。
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名簿の更新について

○名簿の情報は年１回更新します。その際は、

区が旧名簿を回収し、新しい名簿と差し替えます。

なお、名簿提供時には、
「個人情報の取扱いチェックシート（２年目以降）」
（手引の《資料11》）
を用いて、名簿保管方法が守られているか確認
させていただきます。また、併せて要援護者支援の
取組についてお伺いいたします。
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名簿の紛失

○名簿の紛失等には十分に御注意ください！

○万が一、紛失等があった場合は、すぐに
下記担当に御連絡ください。

【泉区総務課危機管理担当】
電話：８００－２３０９ ＦＡＸ：８００－２５０５
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３ 災害時に備えた日頃からの取組
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（１） 日頃から関係を作っておく

・要援護者が地域と顔見知りにならなければ、いざという時に地域
からの支援を受け入れることができません。まずは要援護者の
お宅を訪ね、顔を合わせることから始めてみましょう。

・初対面の場合、１対１の会話は緊張するものです。
信頼関係ができるまでは複数名で対応しましょう。

・地域の皆さんが急に訪問すると、驚かれる方がいることが想定
されます。地域の回覧板や掲示板などを活用して、事前に訪問
実施を周知しておくとよいでしょう。

○訪ねてみる（顔合わせ）
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（１） 日頃から関係を作っておく

・日頃の関係づくりが整ってくると、日々、地域が要援護者を
気にかける（見守る）ことにより、孤立死、虐待等の防止に
もつながります。

・孤立死、虐待等の防止を目的とした活動は、訪問活動や交流会の
定期開催のほか、次のような生活サインを用いた見守り活動事例
があります。

○見守り活動を行う
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生活サインを用いた見守り活動

（例）要援護者宅の風呂や部屋の点消灯／カーテンの
開閉／洗濯物干し・取り入れ／郵便ポストの取り
入れ／など、規則正しい生活が行われているか、
ご近所が普段の生活の中で気にかけ、安否を確認
する。



（２） 要援護者支援の方法を決めておく

・災害時に要援護者が速やかに避難できるように、

支援者を決めておきます。支援者が決まったら要

援護者と日頃から顔を合わせておき、関係をつ

くっておきましょう。

※要援護者の安否確認、避難支援等は地域の
共助による取組であり、できる範囲で行うもので、
責任を伴うものではありません。

○支援者を決めておく（個別支援計画の作成）
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支援者探しのポイント
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①支援者は、複数名定めておきましょう。

災害発生時はわが身の安全確保が第一であり、すぐには

支援者が駆けつけられない場合があります。この旨を

要援護者に説明し、十分に理解を促してください。

②支援者は、要援護者の向こう三軒両隣の方が理想です。

支援者はいざという時に駆けつけられるように、近所に

お住まいの方が理想です。要援護者本人と「接点のある

人」で、かつ要援護者をきちんと見守ってくれている

人を選びましょう。



緊急時に必要となる個人情報（例）

・氏名／住所／連絡先／生年月日／血液型
・緊急連絡先
・疾病／障害名
・かかりつけ医／服薬

（３） 災害時の状況を想定しておく

・かかりつけ医や持病など、緊急時に必要となる個人情報を
要援護者自身が備えておくことにより、駆けつけた救急隊
などが救急活動に役立てることができます。

・記入する情報は地域によって様々です。個別支援計画と兼
ねて、詳しい情報の記入を進める地域もあります。どんな
情報の記入を進めるのかを検討してみましょう。

○緊急時に必要な個人情報を備える
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４ 災害発生時の取組
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（１） 安否確認

・要援護者の安否確認の方法について、事前にご近所と
話し合っておくなど、日頃から安否情報の発信方法や手段の
準備を考えておくことが大切です。

○要援護者の安否確認の体制を整える
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安否確認の体制づくり（例）

（例）連絡員となっているご近所だけでなく、近隣同士で協
力するなど、複数で安否確認を行う。

（例）自治会町内会の班など安否確認を実施するエリアを小
さい単位で行うと、早く確認できる。

（例）情報発信手段の事前準備として、NTT の「171」、
緊急通報システム、笛、非常ベル、携帯電話・メール、
インターネット、ファクス等を活用する。



（２） 救出・救護

・要援護者の病状や障害特性はそれぞれよって異なります。
一人ひとりに応じた救出・救護方法についてご近所を交えて検討
しておくことが大切です。

○要援護者の状況に応じた救出救護
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・要援護者の搬送には、タンカやリヤカーが必要です。
特に高層住宅入居者の場合には、実際に必要な人員
と資機材を事前に検討しておくことが大切です。

・人材確保については、特に高齢化の進行が著しい地域では、新たな
担い手を育成したり、経験者を活用します。また、PTA と連携し、
中高生を育成している取組があります。

○必要な資機材・人材を備えておく



（３） 避難所へ誘導する

・要援護者の病状や障害特性はそれぞれよって異なります。避難誘導

方法について、移動手段、避難場所などとあわせて事前に検討して

おくことが大切です。

○要援護者の状況に応じた避難誘導
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災害発生時の要援護者情報の提供
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安否確認・避難誘導・救出救助等の必要に応じて、
・地域防災拠点運営委員会
・関係機関職員や自主防災組織等

に区が保有している要援護者名簿を提供します。

① 市内に震度５強以上の地震が発生し、家屋の倒壊や火災の発生
などにより、被害が発生している地域

② 大雨等により、避難準備（要援護者避難）情報、避難勧告又は
避難指示が発令されている地域

③ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、
警戒区域が設定された地域

④ その他、これらに準ずる被害等が想定される地域

※提供する名簿には、地域に個人情報を提供することに
ついて拒否した方、不同意の方の情報を含みます。



５ 要援護者支援及び情報共有
方式に関するＱ＆Ａ
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参考：緑園キズーナの取組
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参考：「要援護者の安否確認」訓練(緑園６丁目)
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首都直下型地震（区内震度６弱）が発生したと想定し、

緑園六丁目自治会に登録されている要援護者約100人につ

いて、担当する支援者約150人が担当の要援護者宅を訪問

し、要援護者の状況を確認する訓練を実施。

１要援護者に対し複数の支援者が担当しているため、協

力して安否確認を実施し、自治会として支援者からの報告

を集計した。



参考：地域支え合い通信 (緑園６丁目)
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災害発生時に地域で
互いに支え合うため、
防災・減災の知識など
をまとめた「地域支え
合い通信」を自治会か
ら発行しています。

高齢者や身障者など
災害時要援護者対策と
して、地域ぐるみで迅
速かつ的確に救助、避
難支援することを目指
しています。

定期的に防災情報を提供



ご清聴、ありがとうございました。
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